
 
 

 

 

 

尼崎城の臨時休館について 

 

  尼崎城は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時休館とさせていた

だきます。 

 

【尼崎城休館期間】 

  令和 2年 3月 1日（日）～令和 2年 3月 15日（日） 

※状況によって休館期間が延長となる可能性もございます。 

 

 

以  上 

 

令和 2年 2月 28日 

所 属 経済活性課 

所属長 西川 欣伸 

電 話 06-6489-6670 


